


(裏 ) 

備考  

１  行為の種類に応じて、別紙１、別紙２又は別紙３を添付してください。 

２  景観法施行規則第１条第２項第１号、第２号、第３号及び第４号に規定する  

図書を添付してください。 

３  「届出者」は建築主・施主の住所、氏名等を記入してください。 

４  「行為の種類」欄は、該当する番号及び記号を○で囲んでください。また、

建築物にあっては用途（例：事務所、賃貸共同住宅、共同商業施設、工場、パ

チンコ店等）を、工作物にあっては種類（例：煙突、鉄柱、高架水槽、アスフ

ァルトプラント等）を（ ）内に記入してください。 

５  「連絡先」欄は、届出内容の照会先として、届出者以外の者（設計者、施工

者等）を希望する場合に記入してください。 

なお、届出者以外の者が、届出に係る照会に関する回答以外の手続を行う場

合は、別途委任状の提出が必要です。 

６  ※印の欄は、記入しないでください。 





(裏 ) 

備考  

  １  各項目について、工作物の新設に該当する場合は、既存部分欄の記入は不要

です。 

２  「工作物の種類」欄には、工作物の具体的な名称（例えば、工場の煙突）等

を記入してください。（  ）には、三重県景観規則第６条第 1 項に該当する

規則の番号を記入してください。 

  ３  「敷地面積」欄には、行為に係る敷地の水平投影面積を記入してください。 

  ４  「築造面積（太陽電池モジュールの合計面積）」欄には、当該工作物の水平

投影面積（太陽光発電施設の場合は、設置する太陽電池モジュールの合計面積）

を記入してください。 

  ５  「高さ」欄には、地盤面から当該工作物の上端までの高さを記入してくださ

い。また、建築物と一体となって設置される工作物については、（ ）内に建

築物の上端から当該工作物の上端までの高さを記入してください。 

増築又は改築によって高さが増加する場合は、既存部分欄に現在の高さを記

入し、届出部分欄に増築又は改築する部分の高さを記入してください。合計欄

には、増築又は改築後の高さを記入してください。 

  ６  「構造」欄には、木造、鉄筋コンクリート造等の別を記入してください。 

７  「色彩」欄には、色調、色相及びマンセル表色系又は日本塗料工業会標準色

見本帳の記号を記入してください。（マンセル表色系の記号の記入例：濃い茶

色（5YR3/3）、淡い黄緑色（2.5GY8/2）、薄いグレー（N7.5）、薄いアイボリ

ー（5Y8/1.5）等） 

    また、複数の色彩を使用する場合は、「色彩」欄に「別紙のとおり」と記入し、

立面図に各色彩を使用する部分（屋根面及び壁面のサインを含む。）に、その

色彩を使う面積、色調、色相及びマンセル表色系又は日本塗料工業会標準色見

本帳の記号を記入してください。 

  ８  「素材」欄には、表面仕上げの素材等をできるだけ詳しく記入してください。

（例：ステンレスヘアーライン仕上げ、鉄部溶融亜鉛メッキ仕上げ、御影石ジ

ェ ッ ト バ ー ナ ー 仕 上 げ 、 コ ン ク リ ー ト 打 放 し 、 小 口 タ イ ル 張 り 等 ） 

９  「景観上配慮した事項その他参考となる事項」欄には、当該工作物の建設等

に当たって、特に留意した事項等を記入してください。 

  10 各欄に記入できない場合は、別紙又は添付する図書等に記入してください。 





項  目 基  準 具体的な配慮又は工夫の内容 

ｶﾞｲﾄﾞﾗ

ｲﾝ記載

箇所 
２

個
別
的
事
項

①

建
築
物
又
は
工
作
物
の
新
築
（
新
設
）、
増
築
、
改
築
若
し
く
は
移
転
、

外
観
を
変
更
す
る
こ
と
と
な
る
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
又
は
色
彩
の
変
更

ア

配
置
及
び
規
模

ｆ）歴史的まち並みや集落、街路景
観の整っている地域にあっては、
隣地や周辺との連続性に配慮し
た配置とすること。 

・該当しない。 （２）

② 

ｇ）道路、公園等の公共の場所に接
する部分は、歩行者等に圧迫感、
威圧感を感じさせない配置及び
規模とすること。 

 道路境界から○ｍ後退して、太陽光パネルを配
置する。 
 道路から直接見えないよう、植栽で目隠しを行
う。 

（２）

② 

イ

形
態
及
び
外
観

ａ）周辺の景観との調和に配慮し、
全体的にまとまりのある形態及
び外観とすること。 

・太陽光パネルの向きや傾斜を揃え、統一感が
あるよう配慮する。 

（２）

① 

ｂ）主要な視点場からの眺望を妨げ
ることのないよう形態及び外観
を工夫すること。 

・○○展望台から、太陽光パネルが見えないよう、
周囲を樹木で囲う。 

・周囲に主要な視点場はない。 

（２）

③ 

ｃ）外壁又は屋上に設ける設備は、露
出させないようにし、建築物本体及
び周辺の景観との調和を図ること。
やむを得ず露出する場合は、できる
だけ壁面と同質の仕上げを施して目
立たないようにすること。

 勾配屋根に設置する太陽光パネルは、屋根から
突き出さないように設置する。 
 屋上に設置する太陽光パネルの高さがなるべ
く低くなるよう、勾配を小さくする。 
 太陽光パネルの周りをルーバーで囲い、目隠し
を行う。 

（２）

⑤⑥ 

ｄ）屋外階段、ベランダ等を設ける
場合は、繁雑にならないように建
築物本体との調和を図ること。 

・該当しない。 ― 

ｅ）歴史的まち並みや集落、街路景
観の整っている地域では、隣地や
周辺との連続性に配慮した形態
及び外観とすること。 

・該当しない。 ― 

ｆ）道路、公園等の公共の場所に接
する部分は、歩行者等に圧迫感、
威圧感を感じさせないように、屋
根、壁面、開口部等に工夫するこ
と。 

・道路から直接見えないよう、植栽で目隠しを行
う。 

（２）

② 

ｇ）商業地における低層階について
は、歩行者に配慮し、できる限り
ゆとりや開放感を確保するとと
もに、賑わいなどを演出するこ
と。 

・該当しない。 ― 

ウ

色
彩

ａ）落ち着いた色彩を基調とし、周
辺の景観との調和に配慮した色
彩とすること。 

・太陽光パネルの色は低明度かつ低彩度で目立
たない○色で、屋根と一体的に見える色彩と
する。 

・フレーム・架台の色彩は○○色、付属設備は
○○色、フェンスは○色を使用し、目立たな
いようにする。 

（１）

①、③、

④ 

ｂ）アクセント色の使用等に際して
は、使用する色彩相互の調和、使
用する量のバランスに工夫する
こと。 

・アクセント色の使用はない。 ― 



項  目 基  準 具体的な配慮又は工夫の内容 

ｶﾞｲﾄﾞﾗ

ｲﾝ記載

箇所 
２

個
別
的
事
項

①

建
築
物
又
は
工
作
物
の
新
築
（
新
設
）、
増
築
、
改
築
若
し
く
は
移
転
、

外
観
を
変
更
す
る
こ
と
と
な
る
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
又
は
色
彩
の
変
更

エ

素
材

ａ）周辺の景観との調和に配慮した

素材を使用すること。 

・太陽光パネルは、低反射仕様とする。 
・文字や絵などが描かれておらず、模様が目立

たないものを使用する。 

（１）

② 

ｂ）できる限り地域の景観特性を特

徴づける地場産材等を活用する

こと。 

・活用できる地場産材はない。 ― 

ｃ）できる限り耐久性に優れ、時間

とともに景観に溶け込む素材を

使用すること。 

・耐久性に優れた部材を使用する。 

ｄ）歴史的まち並みや集落、文化財

等に近接する地域では、歴史的ま

ち並みや集落、文化財等に使用さ

れている伝統的素材をできる限

り使用すること。 

・該当しない。 ― 

オ

緑
化

ａ）行為地内においては、できる限り

多くの部分を緑化すること。なお、

植栽にあたっては、できる限り周辺

の樹木と調和のとれた樹種を選定

し、樹木の配置や樹種の構成を工夫

すること。

 敷地内を芝草により緑化を図り、人工物の存在
感を軽減させる。 

（２）

③ 

ｂ）行為地の境界を囲う場合は、で

きる限り周辺の樹木と調和のと

れた生垣や樹木とすること。 

 敷地の周囲に中低木を植栽し、目立たないよう
配慮する。 

（２）

② 

ｃ）行為地に樹姿又は樹勢の優れた

樹木がある場合は、できる限り保

存又は移植によって修景に活か

すこと。 

・該当しない。 ― 

カ

そ
の
他

ａ）屋外駐車場は、出入口を限定し、

できる限り生垣等によって安全上支

障のない範囲で、道路から直接見通

せないようにするとともに、できる

限り場内を緑化すること。

・該当しない。 ― 

ｂ）夜間の屋外照明は、過剰な光が

周囲に散乱しないようにし、周辺

の状況に応じて照明方法等を工

夫すること。 

 敷地外に光が散乱しないように、照明の方向を
調整している。 
照明を低い位置に設けている。

ｃ）行為地内の既存建築物等が景観

を阻害している場合は、増築等に

あわせてできる限り周辺の景観

に調和させること。 

・該当しない。 ― 



項  目 基  準 具体的な配慮又は工夫の内容 ※適否

２

個
別
的
事
項

②

開
発
行
為
又
は
土
地
の
開
墾
そ
の
他
の
土
地
の
形
質
の
変

更
（
土
石
の
採
取
又
は
鉱
物
の
掘
採
を
除
く
。
）

（
変
更
後
の
土
地
の
形
状
、
修
景
、
緑
化
等
）

ア できる限り現況の地形を活か

し、長大なのり面又は擁壁が生じな

いようにすること。 

イ のり面は、できる限り緩やかな

勾配とし、周辺の植生と調和した

緑化を図ること。 

ウ 行為地内に樹姿又は樹勢の優

れた樹木がある場合は、できる限

り保存又は移植によって修景に

活かすこと。 

③

土
石
の
採
取
又
は
鉱
物
の
掘
採

（
採
取
等
の
方
法
、
採
取
等
後
の
緑

化
等
）

ア 土石の採取又は鉱物の掘採の

場所が道路等の公共の場所から

目立ちにくいよう、採取又は掘採

の位置、方法を工夫すること。 

イ 採取又は掘採後の跡地は、周辺

の植生と調和した緑化を図るこ

と。 

④

屋
外
に
お
け
る
土
石
、
廃
棄
物
、
再
生
資
源
そ
の
他
の
物

件
の
堆
積

（
集
積
、
貯
蔵
の
方
法
及
び
遮
へ
い
方
法
）

ア できる限り道路、公園等の公共

の場所から目立ちにくい位置及

び規模とすること。 

イ 積み上げに際しては、高さをで

きるだけ低くするとともに、整然

とした集積又は貯蔵とすること。

ウ できる限り道路、公園等の公共

の場所から見えないよう、周辺の

景観との調和に配慮した植栽又

は塀等で遮へいすること。 





その他の添付書類（チェックリストとして使用してください） 

□ 付近見取図 

□ 配置図 

□ 立面図 

□ 現況写真 

□ 太陽光パネルの総面積が分かる資料（図面等への記載でも可） 

□ カタログ（太陽電池モジュールの外観、寸法、素材等の仕様が分かるもの） 

□ フレームや架台、付属設備の色彩が分かる資料（図面等への記載でも可） 

□ フォトモンタージュ 

※詳細は、「三重県景観計画に基づく行為の届出の手引き（P6,7）」及び「太陽

光発電施設の設置に関する景観形成ガイドライン（P3）」をご覧ください。 


